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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月9日(2012.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶装置上の記憶領域を認証するための方法であって、
　前記記憶領域に対応した多重認証サイロそれぞれに関する認証要件を調整するステップ
と、
　前記多重認証サイロの認証状態が、前記記憶領域に対するアクセスに対し集合的に有効
な認可結果をもたらすか否か決定するステップと、
　前記集合的結果に基づいて前記ホスト機器による記憶領域に対するアクセスを認可する
ステップと、を含む方法。
【請求項２】
　更に、前記記憶領域に対応した前記多重認証サイロを生成するステップを含む請求項１
記載の方法。
【請求項３】
　前記生成動作が更に、
　認証証明書の拡張フィールドに記憶領域の構成可能な設定に関する値を設定するステッ
プと、
　前記記憶装置に前記認証証明書をインストールするステップと、を含むことを特徴とす
る請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記調整動作が更に、前記多重認証サイロの認証を試みるための優先シーケンスを決定
するステップを含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記調整動作が更に、
　前記多重認証サイロの認証のどれかがユーザー入力を要求しているか否か決定するステ
ップと、
　認証要件を満たすユーザー入力を求めるステップと、を含むことを特徴とする請求項１
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記載の方法。
【請求項６】
　前記調整動作が更に、前記多重認証サイロ及び前記有効な認可に対する要件を発見する
ために、認証証明書に問い合わせを行うステップを含むことを特徴とする請求項１記載の
方法。
【請求項７】
　前記調整動作が更に、
　前記多重認証サイロの認証状態の組合せが、前記有効な認可を要求しているか否か発見
するステップを含んでいて、
　前記決定動作が更に、前記要求された組合せが満足するか否か計算するステップを含む
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記計算動作が更に、前記多重認証サイロの前記認証状態のＭａｘＴｅｒｍ／ＭｉｎＴ
ｅｒｍ値を計算するステップを含むことを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項９】
　請求項１～８記載のいずれかの方法に従って計算システムを制御するためのコンピュー
タープロセスを実行するための計算機実行可能命令をストアする計算機可読媒体。
【請求項１０】
　プロセッサーと、
　記憶領域を有するメモリー記憶ボリュームと、
　前記記憶領域に対応した多重認証サイロを定義する前記記憶領域に関連付けられる認証
証明書と、
　前記プロセッサー上で実行するファームウェアアプリケーションであって、
　　前記記憶領域に対応した多重認証サイロそれぞれに対する認証要件を調整し、
　　前記多重認証サイロの認証状態が前記記憶領域に対するアクセスに対する集合的に有
効な認可結果をもたらすか否か決定し、
　　前記集合的結果に基づいてホスト機器による前記記憶領域に対するアクセスを認可す
るように前記記憶装置を構成するものと、を含む記憶装置。
【請求項１１】
　前記ファームウェアアプリケーションが更に、前記多重認証サイロの認証を試みるため
の優先シーケンスを決定するように前記記憶装置を構成することを特徴とする請求項１０
記載の記憶装置。
【請求項１２】
　前記ファームウェアアプリケーションが更に、
　前記多重認証サイロの何れかの認証が、ユーザー入力を要求しているか否か決定し、
　認証条件を満たすユーザー入力を求めるように前記記憶装置を構成することを特徴とす
る請求項１０記載の記憶装置。
【請求項１３】
　前記ファームウェアアプリケーションが更に、
　前記多重認証サイロの認証状態の組合せが、前記有効な認可を要求しているか否か発見
し、
　前記要求された組合せが満足するか否か計算するように前記記憶装置を構成することを
特徴とする請求項１０記載の記憶装置。
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